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議  事

会　長 　それでは、議題(1)平成２６年度事業の状況及び当初予算への反映結果等
について、事務局から説明を求めます。

会　長 　平成２６年度事業の状況及び当初予算への反映結果等について事務局よ
り説明がありました。この件について、ご意見、ご質問等ありましたらど
うぞ。

鈴木宏文
委員

　２点ございまして、１点は意見ですけれども、８ページですね。商業活
性化事業の事業目標として、制度利用件数が平成２６年度で２件というこ
とですけど、２件という件数で商業が活性するのかどうなのかという感じ
がするんですが、この２件についての考え方。それから、戻りまして５
ページの保育園運営費等助成事業であります。一番下の方の事業効果とし
て、6,480人と書かれていますが、平成２６年度の４月段階での待機児童と
の関係がどういうふうになっているのかを教えていただきたい。

高橋主査 　まず１点目の商業活性化事業について、事業目標制度の利用件数が２件
ということで、これは担当課制度設計上、上限額の設定が１００万円、こ
れは場合分けがあるようですが、やはり商業の活性化ということは、委員
がおっしゃるようにあまり細切れにやってもどうかということで、少しま
とまったお金で商業の活性化にきちんとつなるような形での助成をしてい
くという考え方に基づいて内容の設計をしているということでございまし
て、ただ、ご指摘のとおり件数だけ見てしまいますと、中々これは果たし
て効果が本当にある事業なのかということで、見た目にはそういった形に
なってしまうと思いますので、きちんと精査をしながら進めてまいりたい
ということでございます。

(1)平成２６年度事業の状況及び当初予算への反映結果等について

《事務局から本日の配付資料の確認後、(1)平成２６年度事業の状況及び当初予算への
反映結果等について、内容を説明。》

　本日は、４０年ぶりというような雪の中、大変皆様方におかれましては、ご多忙中
にもかかわらず、本審議会にご出席賜り、感謝申し上げます。
　本年度につきましては、今回が第３回目の総合計画審議会となりますが、前回の２
回目の会議において、本年度中にもう一回会議を開き、平成２６年度事業の概要につ
いて、変更点などを中心に事務局より説明を願いたいとのご意見を委員の皆様からい
ただいたところです。
　本日は、そうしたご意見等を踏まえた上での開催となりますが、事務局からの説明
の後、皆様からの積極的なご意見等をお伺いしたいと思いますので、ご協力のほどよ
ろしくお願いいたします。

３　議題
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深澤課長 　先程の6,480人ですが、こちらにつきましては、一つ上の児童保育委託事
業があろうかと思いますが、こちらの事業目標で入園定員数がございまし
て、平成２６年度で540人でありますが、寒川町の保育環境としては定員が
540名でありますので、この12倍した数が6,480人、総定員数がこちらに記
載されております。なおこちらにつきましては、現在、大変申しわけござ
いません。待機児童数について手元に資料がございませんので、何人とい
うことがお答えできない状況でございます。

会長 　よろしいですか。他にご意見ございますか。

柳下委員 　２６年度の予算編成方針の時に歳出フレームで１３０億というのが出て
いるんですけれども、このフレームがあるにもかかわらずというか、今の
２月の現在だと、これはこれからフレームに近づけるのかどうかというこ
とが１点。それともう一つ、勤労者の利子補給の説明の所で、これは新規
にはやらないということでしたよね。それで計画をやっているんで、それ
以外に２６年度１００万円増えていますよね。ここの所は、商品券という
か中身ね。減らした部分とまた名称を変えるのかということと、もっと具
体的にこれがどういう効果を表すのか。つまり勤労者の利子補給で、一般
質問でやってよくご存じだと思うんですけど、それが本当に寒川の人口増
につながったかどうかの検証もなく、特別にこの人達にやるのは税の使い
方としていかがなものかということで新規をやめたわけですよね。それで
今回２６年度どういうことに効果を求めて、これをどのような内容で行う
のかということを説明して下さい。まずお願いします。

深澤課長 　先程高橋の方からご説明申し上げましたが、平成２６年度のフレームが
１３０億３９００万円と申し上げました。こちらに対しまして今回伸びた
という理由の中では、国の一次補正によるものと臨時交付金が行われまし
た。これは消費税増税に伴って景気回復の一環として行うものでございま
して、こういった臨時的収入、こういったものがございました。こういっ
たものを活用して町としても積極的にやっていきたいということで、こち
ら財政計画を組んでいた時には、臨時交付金はございませんでした。こう
いったものを積極的に活用して、町の活性化につなげていきたいという思
いの中で今回増額ということで踏み切ったわけでございます。また、勤労
者の利子補給でございますが、こちらにつきましては、かねてからご指摘
がございますけども、対象となるのが労働金庫といった限定的な銀行が請
け負う利子補給だということの中で、外部評価の中でもそういあっものに
ついては限定的で、なおかつ利用者が少ないという状況がございました。
こういった中で、町としてはいったん廃止というか中止という形で処理を
させていただいたわけでございますが、依然として勤労者対策という部分
で課題を持っている中では、新たな勤労者対策として、住宅持ち家促進、
住宅の保有を目的にですね、そういった条件付きというか、労金さんに限
定というところを解除して全銀行が対象となる。要は申請に基づいて、そ
の持ち家に対する直接な補助として、町の商品券を活用して補助していき
たいということで勤労者対策と併せ持って、今後各他の市町村も同様です
が、少子高齢化に向けてですね、どこの市町村も人口減少社会に入る中
で、寒川町の活性化という部分を踏まえまして、外からの流入人口を確保
していきたいということも踏まえますと、人口誘導を兼ねて促進をしてい
きたい。こういったものを不動産業協会などに積極的にＰＲすることで、
今宅地開発が進んでおりますが、そういった所に誘導が導けるのではない
かということで、こういった形で措置をしたところでございます。
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柳下委員 　そうしますと１３０億以上になったのは、国の補正の金額が丸々プラス
されたと理解すればよろしいのですね。もう一つ利子補給のそれはやっぱ
り分けた方がね、金額が、もう一つの労金の方は固定されてますでしょ。
それで予算も決まってますよね。それならば、それが新たな定住、持ち家
促進だったらば、名称を変えてその金額がいくらなのか。予算を計上する
時に明確にして欲しい。つまり、一件あたりどの位の商品券が頂けて、そ
れが持ち家促進にあたるのか。やっぱり、審議する時にそれは別にして
やっていただきたいということ。それともう一つ質問なんですけれども、
先程、特養の４，０００万円ですよね。今現在ね、介護保険運営協議会で
ご意見が出たかと思うのですけれども、もう色々な所に入った方が、また
変わって特養に入るという率がね、入りたいと言う人がいてもですよ、実
際に入るかどうかはこれまた別の、そういったニーズの具体的な調査をし
てのこの４，０００万円なのかと。これ大きい金額ですのでそこの検証と
いうものを町はやってこの数字を出しているのかどうか。それはちょっ
と、もったいなくてね、付けて、使わなくて、入る人がなくて出ていく。
これは今現状から考えるとあり得ることなので、この４，０００万円の予
算措置というものはいかがなものなのでしょうか。ちょっと担当課でない
と分からないかとは思うんですけれど、大きな金額なので一言。

深澤課長 　今何点かご質問ございました。フレームのお話ですが、基本的には一番
大きくは地域の元気交付金、道路整備事業などに充当していくのが概ね大
きなものでございます。それ以外にはですね、消費税の改正に伴う臨時的
な福祉給付金の措置、また、子育て世代対策として同様の福祉給付措置、
こういったものや障がい者自立支援などをはじめとする扶助費、こちらは
予算措置の中で若干少なかったということがございまして、毎年の変動、
過去の実績等を踏まえた中で適正な予算措置をしたと思ってございますの
で、そういった部分で増となっています。

高橋主査 　特別養護老人ホームの関係でございますけれども、私どももこ企画政策
課としてヒアリング等を行ったところ、元々既存の計画の中でちょうどこ
の部分を見込んで計算しているということがあったんですけれど、現実問
題としてどの位の入所待機者がいらっしゃるのかということで、平成２４
年１０月１日現在の数といたしましては４５名ということで、そこで４０
床増床したいということでしたので、４５名の方全員に対応出来る数には
若干足りない部分があるんですが、対応としては４０床という数はそれな
りに根拠のあるものなのかなということで聞いている状況でございます。

柳下委員 　数字と実態が違うというところをきちんと把握しないと、お金の使い方
としていかがなものかというところなんですよ。町が出すお金なのでね、
やはりこれは大きい。１ベット１００万ですから、それとこれは実際に説
明も受けましたけれど、行っている部分はあるわけですよね。県の指導に
よって直されたと言うベット数でもあるのでね、そのことはもう一度担当
課と私は確認していただきたいと思うので、要望として申し上げます。

会長 　他にご意見ある方どうぞ。

鈴木茂
委員

　今の説明で、色々な何点かの色々な項目が説明されたわけですけど、私
いつも不思議に思うんですけど、今そんなに予算的に楽なわけじゃないん
で、「選択と集中」というのはこの町のチラシのどこを見ても書いてある
わけですけど、それであれば、何故ここの重点プロジェクトの位置づけと
言うのが、この項目の中に書かれているのは、唯一、一点だけですよ。重
点プロジェクトなのか、あるいは第２優先とか第３優先とか言われてる項
目なのか、それによって随分違ってくる。ただ、上がってきたから全部載
せてるというような気がしないでもないですが。重点プロジェクトの考え
方というか、位置づけというか、その辺はどのようにお考えですか。
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深澤課長 　今回につきましては、平成２６年度に向けて新規事業、また統廃合、廃
止という形の報告をさせていただいたところでございます。この中で、確
かにご指摘のとおり重点プロジェクトの位置づけという部分では、ここで
は記載はございませんが、そもそも重点プロジェクトにつきましては、
元々財政計画上、所要額配分という形で配分させていただいており、そこ
につきましては町長としても積極的に推進していくということでございま
すので、これにつきましては、平成２４年度スタート当初から引き続いて
重点化して取り組んでいるところでございます。今回の変更等について
は、そういった重点プロジェクトについては変更がないということで、た
だこういった中では、今回平成２６年度に向けて予算編成方針を作りまし
たが、計画によらず急速に変化する社会環境変化、こういったものに迅速
に対応しなければならないようなことから、新たに追加し、国の政策等に
ついても連動しながら今回の変更を行った所でございますので、先程鈴木
委員さんからもおっしゃっていただきました「選択と集中」という部分で
ございますが、こちらにつきましては、引き続き２４年から重点配分をし
ていくところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。

会長 　よろしいですか。他にご意見ございますか。他にご意見がなければ、議
題１についてはよろしいですか。

相原委員 　保健福祉事務所ですので、医療、健康に関係するところで、ご意見を述
べたいのですが、さむかわ２０２０プランへの意見でもよろしいですか。
　さむかわ２０２０プランの総合計画の８０ページ、予防接種のことを聞
きたいと思います。６５％という目標数値というのはいかがなものでしょ
うか。この目標値の出し方自体がちょっと分からないのですが、少なくと
も疾病の予防といいますか、流行を阻止するためには、９５％以上の接種
率がないと、病気の流行が収まらないわけです。例えば、風しんも、昨年
に非常に流行し、また今年の春先から夏にかけて、ある程度の流行が予測
されます。そうしたことに関連して、この６５％の目標値はいかがなもの
か、私としては疑問です。もう少し、積極的に、子どもの命を守るという
視点から、ぜひ目標数値を上げていただくのが望ましいだろういうふうに
と思っているところです。

深澤課長 　ただいま、８０ページの予防接種の接種率のところで、２０２０プラン
が終わる平成３２年の時点での６５％というのは接種率としては低いんで
はないかとのご指摘がございました。こちらにつきましては、確かにそう
いったご指摘もございます。理想としては１００％が一番よろしいかなと
いうところでございますが、こちらの計画を立てた時の現状値が４９％で
ございます。こういった中で、色々周知等について図っているところでご
ざいますが、中々その辺が進まずにこういった形で進めているところでご
ざいますけれども、６５％ということで、これはこれを目指してというよ
りも、どちらかというと下限的な目標値でございますので、理想とすれば
１００％が一番よろしいというふうには思いますが、せめてもここまでは
いきたいというところでございます。今後ですね、後期基本計画につきま
しては、第１次実施計画がこの３年で、ここで終期を迎えるという中でご
ざいますので、今後第２次実施計画の策定にあたっては、この基本計画の
指標等につきましても時代潮流に合わせて見直し等が必要であるというふ
うには踏まえてございますので、そういった中でより高い目標に設定でき
るよう今の健康の重要度、重要性というものを鑑みて、そういったものを
反映していきたいというふうには思ってございます。

会長 　他になければよろしいでしょうか。では、議題１についてはこれで終決
をいたします。続きまして議題（２）のその他でございますが、事務局よ
り何かございますでしょうか。

深澤課長 　事務局としては特にございません。

会長 　ただいま事務局から他には特にないということですが、委員の皆様何か
あればお受けしますが、何かございますか。
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鈴木茂
委員

　色々な寒川の本年度の予算の説明の中では、第１優先事業、第２優先事
業、第３優先事業と書かれているわけですね。そういった中で、第３優先
事業の３の１とか３の２のカテゴリーのものは、２０％か３０％を今後
シーリングしますよということが言われているんですが、そのシーリング
が実際にどのことが、例えば１０億あったものが、２億あるいは３億減る
わけですよね。それは町民がそれを今まで当たり前と思って受けていた人
にとっては大きな転換ではないかと思うんですが、今までの説明ではその
辺のことが、何が具体的に３の１のカテゴリーにあるのか、３の２のカテ
ゴリーにあるのか。この辺を明らかにしないと、すごく概念的には一所懸
命財政的には苦しい中やってるなというのはありますけど、実際にそれは
どこかで痛みを伴うわけですよ。その辺の説明が僕は今までの説明会に何
回も出たんですけど、意外と言葉だけであって、どういうことが３０％
シーリングされるんですか。あるいは、福祉でお金がかかる、今回色んな
お金が掛かる、建設費、補修費、色んなものにお金がかかるが、どう見て
も予算は一緒なんですね。ほとんど。そういった中で、そのしわ寄せが優
先度が低い第３優先のどこかに行くわけですよね。それは具体的に何なん
ですか。何なのかが分からないと、非常になんと言うんですか、ある日突
然、２６年度、今年から無くなりますよ。それはかなり、当たり前と思っ
て受けていた方にとっては異常な衝撃となるので、その辺はどのようにお
考えなんですか。

深澤課長 　確かに町の財政計画の中では、第１優先、第１優先というのは法定経費
で決まっているもの、また債務上保証されているもの、公債費とかです
ね、そういったものについては第１優先。第２優先というのは重点プロ
ジェクトで積極的に推進していく事業。それ以外のものについては第３優
先という中で、第３優先につきましては、第１優先、第２優先を選択し集
中して行うためには、第３優先、総事業費という形で各課が希望した額に
対して、実際にそこまで配分できないだろうという中で、基礎事業費を定
めて進めているところでございます。またこの基礎事業費につきまして
も、毎年の財政状況によっては、正確に配分出来るかどうか。そういった
中では査定の中で、その事業の目的、そういったものを踏まえながら、目
的を失わない範囲の中で対応していくしかないということで色々な工夫を
しながら、改善をしながら進めているところですが、今、鈴木委員さんが
言われた抜本的に事業をスクラップする。そういったような場面もあろう
かと思うところでございます。こういった形の中では、現在、本日お示し
させていただきましたけど、予算の中間報告ということで、まだまだ調整
と目的等が達成されるかどうか。その辺の調整中でございますので、現段
階では今進めようとしている事業計画案という形でお示しさせていただい
たところでございます。今後につきましては、そういった資料を企画とし
ても揃えながら、今後第２次実施計画に向かって検証しながらやっていく
財源としては必要だとは思ってございます。現段階ではまだ資料はござい
ませんが、今後そういったものを目指していきたいと思ってございます。

鈴木茂
委員

新年度はあと一ヶ月と二週間ぐらいですね。そう言った中で概論的にはそ
うなんですが、具体的な項目がどのような形で、我々町民にとって発表す
るかということが明らかではないというのは、普通に僕はおかしいんじゃ
ないかと思います。そのことがそのまま通ってしまうとかなりおかしくな
るかと。これは先程も質問した重要な仕事の項目に、プロジェクトの重要
度も入っていないというようなことから、色んなことはやるけど、既存で
そのことが来年も再来年も続くと思っている人。あるいはそれで恩恵を受
けている人に対しては、もう残り４月に対して一月半しかない中で、何の
予告もされないということは、私は、町の行政はそういうもんだと言われ
ればそうなのかもしれないけども、一般的に企業なんかではちょっと事前
にこういうふうになるからと根回しの時期はすでにもう終わっている頃で
なければいかんなと思うんですけどね。非常に何か後々もめるような気が
しますけど。
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深澤課長 　予算については当然議決事項になりますので、予算の議決によっては、
事業変更が予算委員会の審議を続けた中でまだまだ変更の可能性がござい
ますので、確定というのは議決いただいた後、確定ということでございま
す。ただ議決をいただかない前に地方公共団体として、住民協働という部
分の中では皆さんにもお示ししながら進めていくという部分もあろうかと
思いますが、手続き上、そういった手続きがあることもございますので、
その辺の中でどういうふうな進め方がよろしいのか。まだ今ちょっと模索
しているような状況でございますので、一応今ご指摘のとおり、予算審議
を経て固めていきたいということでございます。

鈴木茂委
員

　シーリングされる率が２０、３０これちょっと見ただけでも何億という
形のものがなくなるわけなんで、私が恩恵を受けているかまだ項目も明ら
かじゃないので分からないんですけど、これは非常に大きな影響を与える
ことなので、ここには議員さんもいらしているので、十分な審議を尽くし
てですね、皆が納得するような決め方をしていただければと思います。

会長 　多分、言いたいことはですね、大きないくつかね、町の将来を左右する
ような、例えば町民のプールがありますね。それはどうするのかとか、あ
るいは公民館を建て替えるのか、もう公民館はいらないのか。そういう問
題をきちっとね、この中に出てこないと将来どういう町をつくろうとして
いるのかがまだ見えてこないんじゃないかという意見だろうと思うんです
よ。それに基づいた予算がきちっと立てれれば非常に良いなと。健康管理
はどうするのかとかね、健康長寿の町にしようと言うんだったら施策的に
色々なものが出てくると。そういうものを明確にして、この総合計画で一
歩一歩ねきちっと決めていただきたいというのが、総合計画の役割だろう
というふうに思うので、必要なのか必要でないのかというものをきちっと
決めて、必要ならばこういう計画でつくっていきますということを明確に
してもらいたいというのが皆さんの意見だろうというふうに思います。た
だ、たまたま国の施策で、景気対策で急に補助金がついたりするものもあ
るけども、それは目的があるんだから、目的を進めていけばいいことだか
ら。そういうことを町の基本的なものをきちっとして、どういう念頭で
やっていくかということで、明確に町民に分かるような、総合計画として
も分かるような、そういう説明が欲しいなということだろうと思います。
それでよろしいでしょうか。他にご意見がございますか。
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柳下委員 　町がずっとやってきた、ずっとやってきたという言い方は不適切ですけ
れど、事務事業評価は今どうなっているのかということで、２４年度の議
会事務局に事務事業評価を教えて下さいと言いましたら、事務実施計画書
をプリントアウトしていただいたんですけど、事務事業評価は今どのよう
になっているのか。何を言いたいかというと、総合計画の政策、施策、実
施計画、そして事務事業、これが一体化してなければ、この総合計画の実
現がどこまで図られたのか、効率的であったのか、それは私たちは審議で
きないわけですよ。それで一つそれは今どうなっているのかということ
と、それと実施計画の中で、寒川町で一番の拠点作りという所で質問しま
すけれども、基礎事業費だけだよということですが、この実施計画の中に
は総事業費と基礎事業費が、ツインシティ倉見地区事業の場合は、総事業
費だと１億３０００万ですけれども、基礎事業費が８６１６万と、この差
がいったい何なのかね。一番大事な拠点が、田端も同じですよ。そうする
と、２６年度は基礎事業費だけでやるのか、あるいは総事業費でやるの
か。それによってまちづくりの進展状況が大きく変わってくると思うんで
すが、これは一体どうなっているのか、２６年度ね。基礎事業費でいくの
か、総事業費でいくのか、２５年度はどうであったのか。もう終わってい
ることなので。それともう一点は、今日ここに相原委員さんがいらっ
しゃっているので、保健行政についてお尋ねいたします。県の緊急財政対
策で保健事務所が県が移行しますよね。伴って茅ヶ崎市は今あの跡地を
茅ヶ崎の保健事務所としてやると。そうすると、今まで茅ヶ崎・寒川で、
寒川もそこで保健行政を担っていたと。それでこのプロジェクト４で、い
きいきとね生活できる本当に保健というものは、健康それは全部国保料、
介護保険すべての生活の私は土台だと思う。その保健事業が、２６年度は
寒川はどう考えて進めていくのか。それについてどこまで把握して、どう
するのか。お考えがおありでしたら伺わせて下さい。

深澤課長 　３点ほどいただきましたが、まずは事務事業評価についてでございま
す。事務事業評価につきましては、現在各課においてですね、元々基礎事
業調査票という形で、後期基本計画を作った時に、９年間の計画を作りま
した。それを３年間を第１次実施計画として定めているところでございま
す。これに対しまして、各担当の方からその評価についてどうであった
か、実施結果はどうだったのかということでまとめております。そういっ
たまとめたものが第２回の総計審の中でお配りしておりますが、こういっ
た形で後期基本計画の進行管理シート、こういった形でお配りしていると
思います。その中でそれぞれの事務事業についてをＡからＦまでの基準を
させていただいたところでございます。それにつきましては、そういった
評価を基にこういった結果であったということでございますが、実際には
前回にもお話ししましたが、事務事業についてはあるべき施策、そういっ
たものに寄与するためにある手段の一つと捉えていますので、この手段が
適正であったのかどうか。そういったものを判断する意味で事務事業とい
う形で、そういった形の評価をさせていただいておりますが、実際には手
段としてその上の施策にどう反映されているか。そういったものが今後検
証するべき事柄だというふうには捉えています。こういったものについて
は、第２次実施計画が２７年度からスタートするわけでございますので、
２６年度こういった状況の中で手段が適切だったのかどうか、その上のそ
もそもアウトカムというもの、施策の部分になりますが事務事業の上の部
分がどう達成されたのか。そういったものを判断するために、現在各担当
から事務事業の評価をしていただいているところでございます。またです
ね、市街地整備の部分でございます。こちらにつきまして、２６年度の総
事業費と基礎事業費の乖離ということでございますが、確かに今回第１次
実施計画の２６年度分を見ていただきますと、実際に冊子の５６ページに
なりますが、寒川駅北口の駅前ですね、駅前の土地区画整備事業、また真
ん中ではツインシティ倉見地区の整備事業、また一番下では田端西地区の
まちづくり事業ということで３つの拠点の部分はこちらに出てございま
す。こちらにつきまして、それぞれ総事業費と基礎事業費というものがご
ざいますが、総事業費の意味でございますが、この事業をするにあたって
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各主管課が配当の要求額が総事業費でございます。基礎事業費というのは
先程来お話した、第１優先、第２優先、第３優先、こういった中で、まず
選択をしながら重点的に配分をした残りの部分についてを第３優先の中で
配分していくということになってございますので、そういった配分の中
で、まわらなかった金額、総事業費と基礎事業費の差ということでござい
ます。こちらにつきましては、事業の進捗状況、また、こちらについては
大きな一つのそれぞれがプロジェクトということで、将来にわたり大きな
まちづくりをしていく一つの事業になりますので、こちらについては、地
元の皆さんと意見を深めながら進めていくことが重要であると判断してお
りまして、そういった中では進捗状況によって予算額の配分がその都度変
わってくるというふうに思ってございます。続いて、茅ヶ崎保健所でござ
います。こちらにつきましては、確かに茅ヶ崎の方からそういった意向が
発表された経緯がございます。ただ寒川町としては、茅ヶ崎が権限委譲を
受けてということでございますが、寒川町についてはそういった権限委譲
を受けるとか受けないとかという、政策的な判断を現段階ではしている所
ではござません。そういった中では、ただ寒川町にとってですね、不利益
にならないようそこについては注意を払っていかなければならないという
ふうには思ってございまして、現在茅ヶ崎市との情報交換をしながら県の
動向を今お伺いして、状況を確認しているところでございます。今後につ
きましては、そういった状況を踏まえながら、寒川町として町民の健康を
守るというような一番の大前提をもとにどうあるべきなのかを検討して行
かなければならないと、そういったところにきておりますので、現段階で
はそういったところで情報交換を現段階では進めているところでございま
す。

柳下委員 　まず保健所から、つまり寒川町民にとって利便性は今ある所が良いわけ
ですよ。ということは寒川の保健行政は今まで通りあそこでやってもらう
という方向性をもって協議しているのかどうかということを確認させて下
さい。それともう一つ、配分、拠点の配分と言うけれども、これ積み上
がった金額なわけでしょう。そうするとどこが丸めて示されても分からな
いという点を申し上げてます。だからもっとこれは、どこが削られたの
か、どの事業を重点的にやって、どこをそうでなくして、基礎的なものだ
というところをやっぱり示していただかないと、町民はもうあれはもうや
めたのねといういうようなことに関し、私たちは説明がつかないんです
よ。ということで、配分なんて言うんじゃなくて、きちんと配分されたと
言うのであれば、どの事業を重点的に配分されたのか教えて下さいという
ことです。それと、事務事業評価ね。これね、今まではちゃんと冊子に
なって町民に見られるようになってるわけですね。これは前に伺ったとこ
ろ、パソコン上には入っていますと、これ是非とも知らせて下さい。それ
と書式が違ったのかどうかの確認をさせて下さい。今おっしゃられたよう
に評価をやってきたと言いますが、私が頂いたのは、数字だけの事業実施
計画書とまた別に、では毎年度やっているんですね。事務事業評価。それ
を確認させて下さい。
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深澤課長 　先程の保健所の関係でございますが、基本的には寒川町としては権限委
譲を受けるとか受けないとかいう話ではなく、今現在は県と茅ヶ崎が話を
進めているところでございますので、本来であれば、その状況については
県から寒川町に状況報告があるべきことだというふうにはとらえておりま
す。ただ、かといってですね、座して情報がないというような形で、町民
の不安をあおるわけにはいきませんので、そういったものについては、私
どもとしてもそれぞれのルートを通じて情報交換をしているところでござ
いますので、そういったものの中では、現段階で、今後こうするというよ
うな具体的な方針というのは今現在まだ持ち合わせていないという状況で
す。こちらについては、先程、重ね重ねお話しするようですが、町民に
とって不利益のないよう、そこについては対応してまいりたいというとこ
ろでございます。あとは、総事業費と基礎事業費の話でございますが、先
程お話ししたとおりですね、各事業によって第１から第３優先までありま
すが、各事業の中でそれぞれの項目、費目ごとにこういった支出が見込ま
れるということでいただいております。そういったものを分析しまして、
例えば委託料の中にも国の補助分と単独、継ぎ足しの単独分というのあり
ますから、そういった上乗せ分については第３優先ですが、国の法律でや
るべきことと決まっているものは第１優先、それぞれ分析をして分けて計
上したのが、それぞれの第１から第３優先までの金額となっています。た
だ先程お話ししましたが、そこまで配分ができないという中では、例えば
企画としてこの部分をカットするか、そういうことの段階では今現段階で
はそこまでは踏み込んではおりません。各担当がそれぞれの事業の目的を
達成するためには与えられた配分の中で工夫をこらしながら、どうやって
配分していくのか、それは各担当の技量の中にお任せしたいというふうに
は思ってございますが、町としてはそれぞれの担当の中でそういったもの
を精査していくというふうには考えてございます。

吉田主査 　事務事業評価シートにつきましては、遠目で見える範囲でなんですけれ
ども、今、委員お持ちのものとは別に、そちら多分いくつかあるシートの
一枚だと思うんですけれど、それ以外にもう一枚ございまして、そちらで
前回の会議の時にお渡ししたようにＡからＦまでの評価というのをしてい
るシートがございます。町民に対する公開ですが、先程委員からもお話し
いただきましたとおり、３０９事業ある中で、一枚一枚印刷することは過
去はやっておりました。２２年度実施分まではすべてを印刷して束ねて情
報公開コーナーに置くということをしていたんですけども、あまり閲覧に
来られる方がいなかったということで、要望があった際に見たい所を伺っ
て印刷するという対応を取っていたところでございます。ただ、やはりそ
ういった置くべきだというご意見もいただきましたので、今回から、前回
お配りしたＡ３のこちらを同じように印刷して情報公開コーナーにはすで
に設置しております。

柳下委員 　そうすると、今までの書式が違ったということで、新たに事業実施計画
書というものを事務事業評価とともに各担当課から出しているんですね。
確認です。それをもってちゃんと情報公開コーナーに私は置くべきだと。
具体的にどういう事業がどの位やって、どうなのかということなのです
が。まず事務事業評価のシートの書式が変わったのかどうか。変わってな
いんですね。それが毎年やってるんですね。それがパソコン上に今まで
入っているんですね。途中から情報公開コーナーに置かなくなったから、
私はどこにあるのと言ったら、今ご説明のように見る人がいない。でも情
報というものは、これは積極的に公開すべきものであって、是非ともそれ
は公開していただきたい。その部分だけではなくて、やっぱり全部を見て
どうなのかと。つまりこれは、今まで説明して下さっているように予算に
反映するために事務事業評価をやっていると。そうすると全部これ連なっ
てくるわけですよ。施策から政策から実施計画から事業からね。それを
やっぱり企画政策は一体化させないと、効率的がどこで詰まったのか、そ
の事業の在り方がどこをどう変えるべきなのか、どこがどう良かったの
か。そういったものが審議できないわけですね。ということでお願いをし
たいのですが。
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吉田主査 　総合計画の前期基本計画の時代にはですね、少し背景がありまして、あ
まりこういった目標ですとか、そういった指標が薄い計画となっておりま
した。それを踏まえまして、事務事業評価をする際には、事務事業評価用
に目標を立てたというまず前提がございます。その目標に対して進捗度合
いはどうかというものを事務事業評価していた背景があります。ただ今
回、後期基本計画になりまして、計画自体に目標指標であったり、効果指
標であったりが設けられた形になりました。ですのでこの後期基本計画が
走り始めた以降の事務事業評価につきましては、計画に載っている指標に
対する進捗を測っていくという手法に変更しております。ですので一枚一
枚シートは作っているのですが、書いてあることが、こちらの本に書いて
あることに対して、どういった進捗をしているかということで、その進捗
度合いは、前回皆さんにお渡ししたＡ３版のＡからＦまでということがそ
れぞれの個別シートに書いてあるような状況になっております。ですの
で、これとこれを足したものが各課が提出している個別シートになってお
りますので、こちらが政策がすべて入って、分かりやすいような形になっ
ておりますので、こちらのものを町民の皆様にもということで情報公開
コーナーに設置したところでございます。

柳下委員 　飲み込みが悪くて申しわけないです。そうしますとここに実施計画に
載っているそれと同じものが、こういうシートにして各担当課に行ってい
るということですよね。そうするとこのシートが、もし、もしじゃなくて
これはまあ分かります。じゃあこれは、これはこれから情報公開コーナー
に置いていただくことはできるんですね。

深澤課長 　それのまとめがですね、こちらの表の下の段に全事業が出ていて、評価
がされている項目がありますので、これを置いてございます。第２回の時
にお配りした内容があると思うんですけれども、こういった形でそれぞれ
項立てでやりまして、あくまでこれは項として、要は施策としてまとめて
おりますが、この中を具体的に見ていただきますと、項の下にぶら下がっ
ております事務事業、これについてすべて記載をしているところでござい
ます。その中ではＡからＦまでの評価がされている。それはどこからまと
めたかというと、今、柳下委員さんがお持ちのあの部分から引いてまとめ
たものがこれということでございます。

柳下委員 　Ｐｌａｎ・Ｄｏ・Ｓｅｅ・Ｃｈｅｃｋでね、これは評価なんですよ。実
績、それとチェック、それが改善、それがなければ意味ないじゃないです
か。つまりこのフォーマット自体が不備じゃないですか。評価だけじゃ。
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深澤課長 　こちらにつきましては、ＡからＦまで記述をしているというところなん
ですが、このペーパーをお手持ちであれば、右側の所の欄を見ていただく
と、評価区分別ということでＡからＺまであるわけなんですが、基本的に
Ｄランク以降については改善内容を示せということになってございます。
ＡからＦまでありまして、Ａ、Ｂについては効果指標の８０％以上達成し
ている、そして目標指標については指標を達成、未達成とありますが、Ｄ
の部分は指標の８０％を達成していなく、目標指標は達成という中で、効
果指標に対して手段が合致していない、インプットしたものの効果が発現
していない。こういったものについては、手段として間違えている可能性
がありますので、その評価の中で一番ページの最下段に事務事業というの
がございますが、こちらの右の方には決算額が出ておりますが、決算額の
前の方に改善内容ということで記載をしているところでございます。こち
らの前で、評価区分がＡだとかＢだとかありますが、Ｄにあたった場合、
こちらについてはどういう改善をするのかということで、こちらに記述を
していただいているところでございます。ですから先程言ったＰＤＣＡの
部分のチェックの部分ですね、Ｄｏの後の部分については、こういった形
でどう改善するのか。こういったものを踏まえまして、翌年度以降の実施
計画に反映するというところで、各担当課がこういった形でやっていると
いうところで考えてございます。前回も鈴木委員さんからも話がございま
したが、町として評価がちょっと遅いのではないかということで、ご指摘
がございました。確かに遅い評価に対してはスピード感をもって対応でき
ないかという部分がございますので、こちらについてはやり方を改善し、
年度当初、もうこれは確定を待っていたら時間がかかってしまいますの
で、年度が終わったらすぐそこは見込値で構わないので、そういった形で
どんどん評価して、改善すべきは改善していくという形で対処で対応して
いきたいということで、事務事業についてはそういった仕組みでやってい
きたいというふうには思ってございます。

柳下委員 　改善すべきというよりもね、そもそも前回配布された後期基本計画進行
管理シートの２０ページの所では、「福祉の環境・拠点づくりの推進」に
何も事業名がないとかね、それとか空いているのは一体何なのかと。そん
なのを何であげなきゃいけないのかとか、先程の倉見地区だって、２４年
度の実績評価が０．０００５％で、２５年度何にも数値がないんですよ。
大きなまちづくりの計画であるのにね、何も数字が入っていなくて、評価
もなくてね、改善も書いてなくて、総合計画の実現をどうやって図ります
かということで、この計画の進行管理シートそのものが、それこそ検討課
題ではないかと思うのですがいかがでしょうか。

深澤課長 　先程２０ページの最下段、空欄だということでございますが、こちら福
祉の拠点づくりということで、現在償還しております健康福祉総合セン
ターの建設に向けた取り組みでございます。こちらにつきましては、第１
次実施計画上は記載はございませんのでこちらについては空欄ということ
でございますが、こちらは償還が終わり次第、いつから動くのか、前倒し
してやるのか。そのへんも併せて、他の公共施設とのバランスを考えなが
ら取り組んでいきたい。そういった中で建設の視野が入った段階で、こち
らには建設事業ということで記載をし、計画をしていくというものでござ
います。中にはですね、こういった中で取り組みとしていささか不満な部
分もあるかなというか、私自身もですね、設定していて、やっぱり見直し
が必要かなという部分もございます。基本計画の中の指標としてもそう
いった部分がございますので、こういったものは随時変更していくように
取り組んでまいりたいというふうに思ってございます。

柳下委員 　（仮称）健康総合福祉センターね、建設が視野に入ってじゃなくて、も
う建設が視野に入ったからこそ先行取得したんでしょ。あり得ないじゃな
いですか。今の発言は。
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深澤課長 　大変申しわけございません。後期基本計画上は平成２９～３０年、この
辺りにですね、ちょっと今手持ちがありませんで、私の記憶であれば、第
２次実施計画から第３次実施計画にかけて建設事業ということで入ってく
るということでございます。ただこの中では第１次としてはそういった形
では入っておりません。現在、町長からの指示もありまして、建設に向け
てですね、どういった内容にしていくのか、そのコンセプト、そういった
ものについてを２６年度から着手しまとめていこうというような動きもご
ざいますので、予算という形では全くありませんが、建設という部分では
文言は入っているということでございます。

柳下委員 　もうコンセプトは決まっているんですよ。そうおっしゃいますけれど
も。健康福祉、ちゃんと議会には答えてあります。三つの健康・福祉・医
療だというコンセプトはあります。２６年度にコンセプトというのはあり
得ません。もう決まっていることです。ですので、何を言いたいかという
のは、やっぱりここにね、空欄にしておかないで下さいと。分かるように
ね、せめて何でというのをちゃんと、事務事業評価ですから空欄はないで
しょう。こういう理由でとか、それがあると分かりやすいので、是非とも
検討の中に、空欄は作らないでいただきたい。意味ないじゃないですか。
これ書いてあって空欄で載せて、何の意味があるんでしょうか。

深澤課長 　ただいまいただきました、ご意見につきまして、事務局で検討してまい
りたいというふうに思います。

会長 　よろしいですか。他にご意見ある方いらっしゃいますか。他にご意見が
ないようですので、これで終決をいたします。以上をもちまして本日の議
題は終了致しました。以上で本日の進行としてはこれですべて終了いたし
ましたので、事務局へお返しをします。

石井部長 　委員の皆様本当にどうもお忙しいところ貴重なご意見ありがとうござい
ました。今後におきましては、第２回でスケジュール、来年度の２６年度
のスケジュール等お渡ししていると思いますけれども、第２次の実施計画
を作っていく形で進めさせていただきたいと思います。４月か５月早々に
でも開催をし、今後進めてまいりますので来年度以降、また一つ皆様には
よろしくお願いいたします。本日はどうも本当にありがとうございまし
た。
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